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第６章 計画の進行管理 
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１ 推進体制の強化 

（１）市民や地域との連携 

行政と市民や地域との連携により地域社会が一体となって子ども・子育て支援を行

うことが大切であり，市民自身が市民を支えるため，地域で活動している民生委員・

児童委員，福祉推進委員，子ども会，コミュニティ・スクール等の団体，市民のボラ

ンティア活動等の充実に向けて支援し，市民等との協働による計画推進を図ります。 

 

（２）行政における推進体制の強化 

計画の円滑な実施のために，市長を本部長と

する「芦屋市子ども・子育て支援事業計画推進

本部」が中心となり，庁内関係各課が具体的施

策の進行状況について共有するとともに推進

していきます。 

なお，本計画は，子どもの福祉又は教育に関

する事項を定めた他計画と調和が保たれたも

のでなければならないので，整合を図りながら

推進していきます。 

 

（３）国・県・近隣市等との連携 

市は，国や県と相互に連携を図りながら，必要な助言及び適切な援助を受けるとと

もに，特に専門性の高い施策及び市域を超えた広域的な対応が必要な場合は諸般の措

置を講じていきます。 
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（４）計画の進行管理 

本計画に基づく取組の実施にあたっては，「芦屋市子ども・子育て会議」において，

年度ごとに点検・評価を行い，その結果を踏まえ，必要に応じて見直しを検討するな

ど，PDCAサイクルにより本計画を計画的かつ円滑に推進していきます。 

 
 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

取組や実施内容等が 

計画に沿っているか 

どうかを確認する 

従来の実績や将来の予測等 

を基にして計画を策定する 

取組や実施内容等が 

計画に沿っていない 

部分を調べて改善する 

計画に沿って取組を行う 

計画
Action
改善

Plan 

Do Check 
実施評価
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【 計画の推進体制 】 
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